
既存の商流・物流を活用した有償提供モデルで持続可能なこども支援の実現へ
～こども・子育て支援スタートアップのネッスー社と食品卸・メーカーが共創～

株式会社大森屋はネッスー株式会社の「未利用食品の活用推進コンソーシアム」に賛同し、共に活動を
推進してまいります。

本コンソーシアムは、食品卸売業や食品メーカーなどの食品関連企業が連携し、商慣習上やむを得ず
発生する未利用食品を、こども食堂などの団体や対象となる世帯（買い手）へ継続的に届ける
取り組みを推進するものです。従来の寄贈や単発支援に依存するモデルから脱却し、既存の商流・物流網
を活用して、独自の価格体系「ソーシャル・プライシング※」による有償提供を行うことで、売り手と
買い手の双方による持続可能な取り組みを目指します。

※事業継続コストを踏まえて設計した独自の有償提供の考え方

「未利用食品の活用推進コンソーシアム」について

「未利用食品の活用推進コンソーシアム」を設立

厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」によると、日本では、こどもの約 9人に 1人が
「相対的貧困」の状態にあるとされ、特にひとり親世帯では約 2人に 1人が家計上の大きな負担に
直面しています。物価高の影響により、こども食堂などの支援団体においても食材の安定確保が課題と
なっています。一方で、2023年度の事業系食品ロスは年間約 231万トンとなり※、2000年度比で
半減する目標を達成しました。これを受けて政府は、さらなる削減に向けて削減目標を引き上げて
います。食品ロス削減の要請が高まる中で、サプライチェーン上には、品質や安全性に問題のない
未利用食品が活用されにくいという課題があります。

※第 2次 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針（2025年 3月 25日閣議決定）

設立の背景

・食品メーカー（売り手）：既存の商流・物流を活用した有償提供モデルで未利用食品を提供でき、
　継続的な参加が可能。また、プラットフォームでの一元管理による個別負担の軽減。
・子育て世帯・団体（買い手）：必要な食品を安価かつ安定的に調達が可能
・社会全体：食品ロス削減とこどもの食支援を同時に推進し、補助金に依存しない自走可能なモデル
　を実現

特徴



設立日
2026年 5月 7日（木）

代表委員
国分グループ本社株式会社

事務局
・ネッスー株式会社
・正会員企業
・味の素株式会社
・カゴメ株式会社
・Umios 株式会社
・株式会社日清製粉ウェルナ
・株式会社ダイショー
・キッコーマン食品株式会社
・昭和産業株式会社
・株式会社大森屋
（2026年 6月 10日現在）

詳細は、本コンソーシアム公式ホームページにて順次お知らせします。
https://mirai-tsunago.jp/

「未利用食品の活用推進コンソーシアム」概要


